
 

理 由 書 

 

1 箇所番号 261 

本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難となったため、相続人から

買取り申出がなされましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わ

ず、行為制限が解除されたため、「縮小」の都市計画変更を行うものであります。 

 

2 箇所番号 286 

本生産緑地地区は、生産緑地地区の指定から 30 年を経過したため、買取り申出がなされ

ましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わず、行為制限が解除

されたため、「縮小」の都市計画変更を行うものであります。 

 

3 箇所番号 289 

本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難となったため、相続人から

買取り申出がなされましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わ

ず、行為制限が解除されたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであります。 

 

4 箇所番号 291 

本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難となったため、相続人から

買取り申出がなされましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わ

ず、行為制限が解除されたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであります。 

 

5 箇所番号 413 

本生産緑地地区は、生産緑地地区の指定から 30 年を経過したため、買取り申出がなされ

ましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わず、行為制限が解除

されたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであります。 

 

6 箇所番号 429 

本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難となったため、相続人から

買取り申出がなされましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わ

ず、行為制限が解除されたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであります。 

 

7 箇所番号 437 

本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難となったため、相続人から

買取り申出がなされましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わ

ず、行為制限が解除されたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであります。 

 

8 箇所番号 439 

本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難となったため、相続人から

買取り申出がなされましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わ

ず、行為制限が解除されたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであります。 



 

9 箇所番号 441 

本生産緑地地区は、生産緑地地区の指定から 30 年を経過したため、買取り申出がなされ

ましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わず、行為制限が解除

されたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであります。 

 

10 箇所番号 442 

本生産緑地地区は、生産緑地地区の指定から 30 年を経過したため、買取り申出がなされ

ましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わず、行為制限が解除

されたため、「縮小」の都市計画変更を行うものであります。 

 

11 箇所番号 450 

本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難となったため、相続人から

買取り申出がなされましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わ

ず、行為制限が解除されたため、「縮小」の都市計画変更を行うものであります。 

 

12 箇所番号 516 

本生産緑地地区は、生産緑地地区の指定から 30 年を経過したため、買取り申出がなされ

ましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わず、行為制限が解除

されたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであります。 

 

13 箇所番号 550 

本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が故障し、営農が困難となったため、相続人から

買取り申出がなされましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わ

ず、行為制限が解除されたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであります。 

 

14 箇所番号 556 

本生産緑地地区は、生産緑地地区の指定から 30 年を経過したため、買取り申出がなされ

ましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わず、行為制限が解除

されたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであります。 

 

15 箇所番号 565 

本生産緑地地区は、生産緑地地区の指定から 30 年を経過したため、買取り申出がなされ

ましたが、公共事業用地への転換が図られたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであ

ります。 

 

16 箇所番号 644 

本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難となったため、相続人から

買取り申出がなされましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わ

ず、行為制限が解除されたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであります。 

 

 



17 箇所番号 645 

本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難となったため、相続人から

買取り申出がなされましたが、公共用地への転換及び他の農業従事者へのあっせんも適わ

ず、行為制限が解除されたため、「廃止」の都市計画変更を行うものであります。 

 

18  箇所番号 649 

本生産緑地地区は、所有者から生産緑地地区の指定申出があり、藤沢市生産緑地地区指定

基準の目的である、良好な都市環境の保全・形成に資するものに適合する土地であるため、

「追加」の都市計画変更を行うものであります。 

 

19  箇所番号 650 

本生産緑地地区は、所有者から生産緑地地区の指定申出があり、藤沢市生産緑地地区指定

基準の目的である、良好な都市環境の保全・形成に資するものに適合する土地であるため、

「追加」の都市計画変更を行うものであります。 


